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標記について、ホームページ等を通じて意見を募集したところ、２通（計４件）の御意見等をいただき

ました。お寄せいただいた御意見等の要旨とそれに対する厚生労働省の考え方については、次のとおりで

す。 

今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚くお礼申し上げます。 

 
要旨 

件

数 
回答 

１ 事業者においては、政令により義務づけ

られる事項のみならず、省令で義務づけら

れる事項についても対応する必要がある。

したがって、施行義務項目が他にもあるこ

ともできる限り早い段階で関係者にお伝

えいただきたい。 

１ オルトートルイジン及びオルトートルイ

ジンを含有する製剤その他の物（以下「オル

トートルイジン等」という。）に係る、発散

抑制措置などの具体的な措置の内容は、特定

化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省

令第三十九号）等の省令で定めることとして

おり、その内容については、別途パブリック

コメント（「労働安全衛生規則及び特定化学

物質障害予防規則の一部を改正する省令案

に係る意見募集について」）を実施している

ところです。 

厚生労働省としては、改正後の政省令が円

滑に施行されるよう、説明会等を実施すると

ともに、パンフレットや厚生労働省ウェブサ

イト等を活用し、十分な周知・啓発に努めて

いきたいと考えております。 

２ 改正により新たに事業者の義務となる

措置で、事業者の対応に時間を要するもの

については十分に猶予期間を設けていた

だきたい。 

１ この度の労働安全衛生法施行令の一部を

改正する政令においては、以下の内容の経過

措置を設け、措置の実施について猶予期間を

設けています。 

（１）作業主任者の選任について 

 オルトートルイジン等を製造し、又は取り

扱う作業については、平成29年12月31日

までの間は、当該作業の作業主任者を選任す

ることを要しないこと 

（２）作業環境測定について 

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り

扱う作業場については、平成 29 年 12 月 31

日までの間は、作業環境測定を行うことを要

しないこと 



 

３ 過去に当該物を製造し、又は取り扱う業

務に従事した労働者で現に使用する者に

対する特殊健康診断について、過去に当該

業務に従事した作業歴の範囲やその対象

者の範囲、オルト―トルイジンを取り扱っ

た労働者の勤務先が変更となった場合の

検査費用の負担等について示していただ

きたい。 

１ １ 過去に当該業務に従事した作業歴の範

囲等 

過去に当該物を製造し、又は取り扱う業務

に従事した労働者で現に使用する者に対す

る特殊健康診断（以下「配転後健診」という。）

に関し、制度導入当初において、労働者の作

業歴を遡って確認する期間（年限）は、法令

等で定めているものではないため、事業場で

対応可能な範囲で、書類や関係者への聞き取

り等により、過去に当該物を製造し、又は取

り扱う業務に従事した労働者に該当するか

否かを確認していただくこととなります。 

また、配転後健診の対象者については、省

令において「常時従事させたことのある労働

者」とする予定ですが、それ以外の年数等の

要件を定める予定はありません。 

また、この場合の「常時従事させたことの

ある労働者」に該当するか否かは、個別事案

ごとに判断していただくこととなります。 

２ 勤務先が変更となった場合の検査費用

負担 

配転後健診は、労働者を当該物の製造・取

扱い業務に従事させた事業者と現在当該労

働者を使用している事業者が同一の場合の

当該事業者の義務となります。 

このため、労働者が過去の勤務先と現在の

勤務先とでは別の事業者に使用されている

場合、労働者が、過去の勤務先において、オ

ルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う

業務に従事したとしても、当該過去の勤務先

の事業者には配転後健診の実施義務はあり

ません。また、当該労働者が、現在の勤務先

において、過去にオルト―トルイジン等を製

造し、又は取り扱う業務に従事していなけれ

ば、当該現在の勤務先の事業者には配転後健

診の実施義務はありません。よって、この場

合には、過去の勤務先の事業者及び現在の勤

務先の事業者ともに検査費用の負担は生じ

ません。 

一方、過去の勤務先及び現在の勤務先の双

方においてオルト―トルイジン等を製造し、



 

又は取り扱う業務に従事した労働者が、当該

現在の勤務先で他の業務に従事している場

合は、当該現在の勤務先の事業者に、配転後

健診の実施義務があり、検査費用の負担が生

じます。  

４ 芳香族アミンの有害性については、我が

国においても「有害物質を含有する家庭用

品の規制に関する法律第２条第２項の物

質を定める政令の一部を改正する政令」に

おいて、24 種類の特定芳香族アミンが新

たに規制されたところである。これらの化

合物のうち、２，４－ジアミノアニソール、

４，４′－メチレンジアニリン、４，４′

－ジアミノジフェニルエーテル、オルト－

アニシジン、２，４－ジメチルアニリン、

２，６－ジメチルアニリンについても労働

安全衛生法の枠組みにおける特定化学物

質への追加が必要と考える。 

１ 御指摘のあった物質のうち、これまで実施

したリスク評価等の結果については、以下の

とおりです。 

○４，４′－メチレンジアニリン、４，４′

－ジアミノジフェニルエーテル、オルト

－アニシジンについては、リスク評価の

結果、リスクが高いとの結論に達しなか

った。  

○２，４－ジアミノアニソールについて

は、年間500kg以上を製造・取扱う事業

場を対象とする有害物ばく露作業報告

の対象物質にしていたが、報告がなかっ

た。 

引き続き化学物質の有害性情報や取扱い

の実態を踏まえたリスク評価を行い、必要に

応じて法令の整備等を行っていきます。 


